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八匝水道企業団 

 八匝水道企業団の給水区域内で給水装置工事を施行し

ようとする者は、八匝水道企業団企業長から水道法第１６

条の２第１項に基づく指定を受けないと水道法施行規則

第１３条で規定する給水装置の軽微な変更以外の工事は

施行できませんのでご注意ください。 
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■ 指定給水装置工事事業者の指定  

  
１ 指定の基準（法第２５条の３第１項及び法施行規則第２０条関連） 
（１）事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を     

置く者であること。 
（２）次に掲げる機械器具を有する者であること。 
     ①  金切りのこその他の管の切断用の機械器具  

②  やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具  
③  トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具  

  ④  水圧テストポンプ                 
（３）次のいずれにも該当しない者であること。(以下、法第２５条の３第１項第      

３号イ～へを抜粋)  

 
 
２ 厚生労働省が推奨する情報の確認事項について  
（１） 指定給水装置工事事業者の業務内容 

   ①  営業時間等(休業日、営業日、営業時間、修繕対応時間) 
 ②  漏水等修繕対応の可否（屋内給水装置の修繕、埋設部の修繕、その他） 
 ③  対応工事等（「配水管からの分岐～水道メーター」及び「水道メーター～   

宅内給水装置」の施行の有無） 
 
 
 

イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者と     
して厚生労働省令で定めるもの  

ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受       

けることがなくなった日から２年を経過しない者  
ニ 法第２５条の１１第１項の規定により指定を取り消され、その取消しの     

日から２年を経過しない者  
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足     

りる相当の理由がある者 
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者     

があるもの 
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３ 申請手数料（指定）について 
（１） 申請手数料（八匝水道企業団給水条例第 32 条第 1 項 別表第 2） ３万円  

① 申請後に発行する納入通知書により納付してください。  
 
４  申請書類について（法第２５条の２、法施行規則第１８条及び第１９条関連） 
（１） 提出書類 

    ①  指定申請書（様式第１・別表「機械器具調書」を含む。）に次に掲げる書類を添え
て提出してください。     
イ 法第２５条の３第１項第３号イからへ（上記１（３）イからへ）までのいずれに 

も該当しない者であることを誓約する書類（法施行規則様式第２（以下「誓約書」
という。））   

ロ 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはそ    
の住民票の写し 

ハ 事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者の給水装
置工事主任技術者免状（以下「免状」という。）の写し  

ニ 上記のほか、事務所外観・事務所内部・機械器具類・車両等の写真を添付してく
ださい。 

②  確認事項（新規）（様式第２０号 Ｐ.２１）を提出してください。 
    

（２） その他注意事項 
 ①  指定申請書の住所及び給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の所在    

地の欄は、郵便番号から記入してください。 
②  指定申請書の余白に、住所及び給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の電

話番号及びＦＡＸ番号を記入してください。 
 ③ 申請書類等チェックリスト（Ｐ.４0）による確認を行ってください。 
 

５ 申請の受付について                           
（１）申請は、八匝水道企業団業務班において、原則として開庁日の 午前９時から午後５

時まで受け付けています。（郵送やＦＡＸ、メール等での受け付けは原則実施していま
せん。）  

 
６ 標準処理期間  
（１） 申請から指定までの標準処理期間は、４０日（営業日）間です。 
（２） 上記の期間には、次の期間は含まれませんので注意してください。   

①  申請に不備がある場合に、その補正に要する指導期間等 
②  申請者が申請の内容を変更するのに要した日数 
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③  申請者が他の手続を必要とする場合、その手続に要する日数 
            

７ 指定書の交付及び指定後の公示  
（１） 指定された方には、八匝水道企業団総務班から指定給水装置工事者指定書（八匝水

道企業団指定給水装置工事事業者規程（以下「規程」という。）（別記第１号様式）を
交付（同規程第 6 条第１項）し、指定後の遵守事項等についての事務説明を行いま
す。   

（２） 指定後、八匝水道企業団公告式条例（第２条）に基づいた公示及びウェブサイトへ
の掲載により公示します。（規程第 10 条第１項第１号）  

  
８ 担当    

八匝水道企業団 施設班 
  ＴＥＬ ０４７９－７３－３１７１ 
  ＦＡＸ ０４７９－７３－４７７４ 
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■ 指定給水装置工事事業者の指定の更新     

  
１ 更新の基準（法第２５条の２第１項及び法施行規則第２０条関連） 

（「■指定給水装置工事事業者の指定 1 指定の基準」(P.1)と同じ）  
（１）事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を     

置く者であること。  
（２）次に掲げる機械器具を有する者であること。  

①  金切りのこその他の管の切断用の機械器具 
②  やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具 
③  トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具 
④  水圧テストポンプ 

（３）次のいずれにも該当しない者であること。(以下、法第２５条の３第１項第      
３号イ～へを抜粋)  

 
２ 厚生労働省が推奨する情報の確認事項について  
（１） 指定給水装置工事事業者研修の受講実績（過去５年以内）  

①  当企業団が実施している指定給水装置工事事業者研修の受講実績  
（２） 指定給水装置工事事業者の業務内容  

①  営業時間等(休業日、営業日、営業時間、修繕対応時間)     
②  漏水等修繕対応の可否（屋内給水装置の修繕、埋設部の修繕、その他） 
③ 対応工事等（「配水管からの分岐～水道メーター」及び「水道メーター～ 

    宅内給水装置」の施行の有無）  

イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者と     
して厚生労働省令で定めるもの  

ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受       

けることがなくなった日から２年を経過しない者  
ニ 法第２５条の１１第１項の規定により指定を取り消され、その取消しの     

日から２年を経過しない者  
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足     

りる相当の理由がある者 
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者     

があるもの 
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（３） 給水装置工事主任技術者等の研修受講実績（過去５年以内）  
①  受講者名  
②  研修会名、実施団体  
③  受講年月日  

（４） 過 去 １ 年 以 内 の 給 水 装 置 工 事 に 主 に 従 事 し た 適 切 に 作 業 を 行 う こ と が で     
きる技能を有する者の配置状況  
①  技能を有する者の氏名  
②  配水管への分水栓の取付・せん孔、給水管の接合、いずれの経験も有している 

か  
③  資格等を有しているか  
④  保有している資格等  

  
３ 申請手数料（更新）について  
（１） 申請手数料（八匝水道企業団水道事業給水条例第 32 条第 1 項 別表第 2） １万円  

①  申請後に発行する納入通知書により納付してください。  
 
４ 申請書類について（法第２５条の２、法施行規則第１８条及び第１９条関連）  
（１） 提出書類      

①  更新申請書（様式第１・別表「機械器具調書」を含む。）に次に掲げる書類を添 
えて提出してください。  
イ  誓約書（法施行規則様式第２）  
ロ  法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住 
  民票の写し  
ハ  事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者の免状 

の写し  
ニ  指定書の写し  

②  確認事項（更新）（様式第２１号 Ｐ.２５）に次に掲げる書類を添えて提出して 
ください。    
イ  指定給水装置工事事業者研修の修了書の写し  
ロ  給水装置工事主任技術者等の研修受講を証明する書類等の写し  
ハ  適切に作業を行うことができる技能を有する者の保有している資格を証明す 

る書類等の写し 
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（２） その他注意事項  
①  更新申請書の住所及び給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の所在地の 

欄は、郵便番号から記入してください。  
②  更新申請書の余白に、住所及び給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の 
  電話番号及びＦＡＸ番号を記入してください。   
③ 申請書類等チェックリスト（Ｐ.40）による確認を行ってください。 

  
５ 申請の受付について                           
（１）申請は、八匝水道企業団業務班において、原則として開庁日の午前９時から午後５時

まで受け付けています。（郵送やＦＡＸ、メール等での受け付けは原則実施していませ
ん。）  

  
６ 標準処理期間  
（１）申請から更新までの標準処理期間は、４０日（営業日）間です。  
（２）上記の期間には、次の期間は含まれませんので注意してください。   

①  申請に不備がある場合に、その補正に要する指導期間等  
②  申請者が申請の内容を変更するのに要した日数  
③  申請者が他の手続を必要とする場合、その手続に要する日数   

  
７ 指定書の交付及び更新後の公示  
（１）更新された方には、八匝水道企業団総務班から更新前の指定書と更新後の指定書を 

引き換えに交付します。（規程第６条第１項及び第２項）  
（２）更新後遅滞なく八匝水道企業団ウェブサイトへの掲載により公示します。 

（規程第 10 条第１項第２号）  
（３） 指定が失効した事業者は、遅滞なく八匝水道企業団ウェブサイトへの掲載により公

示します。（規程第 10 条第１項第３号） 
 
８ 担当    

八匝水道企業団  施設班 
  ＴＥＬ ０４７９－７３－３１７１ 
  ＦＡＸ ０４７９－７３－４７７４ 
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■ 指定後の遵守事項  

  
１ 給水装置工事主任技術者の選任・解任（法第２５条の４第１項、第３項及び法施行規則 

第２３条関連）  
（１） 指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、次に掲げる職務をさせるため、免状の 

交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならな
い。  
①  給水装置工事に関する技術上の管理  
②  給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督  
③  給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が法第１６条の規定に基づく政令 

で定める基準に適合していることの確認  
④  配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水 

管の位置の確認に関する連絡調整  
⑤  法施行規則第３６条第１項第２号に掲げる工事に係る工法、工期その他工事上 

の条件に関する連絡調整  
⑥  給水装置工事（法施行規則第１３条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。） 

を完了した旨の連絡  
（２） 選任・解任期間（法施行規則第２１条第１項及び第２項関連）  

①  指定を受けた日から２週間以内に選任  
②  給水装置工事主任技術者が、欠けるに至った日から２週間以内に解任及び新た 

に選任  
③  新規に事業所を追加したときは、追加した日から２週間以内に選任なお、給水 

装置工事主任技術者を選任していない間は給水装置工事を施行することはできま 
せん。  

（３） 届出期間（法第２５条の４第２項関連）  
①  指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞 

なく、その旨を水道事業者に届け出なければならない。これを解任したときも、 
同様とする。  

（４） 届出書類について（法施行規則第２２条関連）  
①  給水装置工事主任技術者選任・解任届出書（法施行規則様式第３）に選任の届 

出の場合にあっては選任した給水装置工事主任技術者の免状の写しを添付（指定 
後最初の選任の届出の場合において、指定の申請時に給水装置工事主任技術者と 
して選任されることとなる者として既に免状の写しを提出してある場合を除く。） 
して、提出してください。 
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（５） 選任時の条件について（法施行規則第２１条第３項関連）  

①  給水装置工事主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の給水装置工 
事主任技術者が、同時に他の事業所の給水装置工事主任技術者とならないように 
しなければならない。ただし、一の給水装置工事主任技術者が当該二以上の事業 
所の給水装置工事主任技術者となってもその職務を行うにあたって特に支障がな 
いときは、この限りでない。なお、二以上の事業所とは、Ａ社のＢ事業所とＣ事 
業所という場合、Ｄ社の事業所とＥ社の事業所という場合がそれぞれ含まれるこ 
と。  

②  上記について、「その職務を行うに当たって特に支障がないとき」に該当するか 
どうかは、法第２５条の４第３項の職務を法施行規則第３６条第１号及び第６号 
に基づき遂行できるかどうか等により判断されるものであること。 

（６） 届出の受付について 
① 届出は、八匝水道企業団業務班において、原則として開庁日の午前９時から午後

５時まで受け付けています。（郵送やＦＡＸ、メール等での受け付けは原則実施し
ていません。）            

  
２ 変更の届出  
（１） 変更があった場合に届け出しなければならない事項（法第２５条の７及び法施行規 

則第３４条第１項関連）  
①  事業所の名称  
②  事業所の所在地  
③  氏名又は名称  
④  住所  
⑤  法人にあっては、代表者の氏名  
⑥  法人にあっては、役員の氏名  
⑦  給水装置工事主任技術者の氏名  
⑧  給水装置工事主任技術者の免状の交付番号  
⑨  新規事業所の追加  
⑩  事業所の廃止  
⑪  上記のほか、住所及び給水装置工事の事業を行う事業所の電話番号及びＦＡＸ 

番号が変更となった場合もお知らせください。  
（２） 届出期間（法施行規則第３４条第２項関連）  

①  当該変更のあった日から３０日以内  
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（３） 届出書類について（法施行規則第３４条第２項関連）  

①  指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書（法施行規則様式第１０）  
②  （１）のうち、③から⑤の場合にあっては、上記届出書に法人にあっては定款 

又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し、指定書の写 
しを添えて提出してください。  

③  （１）のうち、⑥の場合にあっては、（⑤の場合において、役員でなかった者が 
新たに役員となった場合を含む）上記届出書に次に掲げる書類を添えて提出して 
ください。  
イ  登記簿の謄本  
ロ  誓約書（法施行規則様式第２）  

（４） 届出の受付について   
①  届出は、八匝水道企業団業務班において、原則として開庁日の午前９時から午

後５時まで受け付けています。（郵送やＦＡＸ、メール等での受け付けは原則実
施していません。）  

  
３ 業務内容変更の届出  
（１） 変更があった場合に届け出しなければならない事項  

①  休業日  
②  営業時間  
③  修繕対応時間  
④  漏水等修繕対応の可否  
⑤  対応工事等  

（２） 届出期間  
①  当該変更があった場合は、遅滞なく、その旨を水道事業者に届け出してくださ 

い。  
（３） 届出書類について  

①  業務内容変更届出書（様式第２２号 Ｐ.３３）を提出してください。  
（４） 届出の受付について   

①  届出は、八匝水道企業団業務班において、原則として開庁日の午前９時から午
後５時まで受け付けています。（郵送やＦＡＸ、メール等での受け付けは原則実施し
ていません。）  

  
４ 廃止等の届出  
（１） 届け出なければならないとき（法第２５条の７関連）  

①  事業を廃止したとき  
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②  事業を休止したとき  
③  事業を再開したとき  

（２） 届出期間（法施行規則第３５条関連）  
①  廃止又は休止の場合 当該廃止又は休止の日から３０日以内  
②  再開の場合 当該再開の日から１０日以内  

（３） 届出書類について（法施行規則第３５条及び規程第２条第２項及び第３項関連）  
①  指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書（法施行規則様式第１１）に 

指定書を添えて（再開の場合を除く）提出してください。  
（４） 届出の受付について  

①  届出は、八匝水道企業団業務班において、原則として開庁日の午前９時から 
午後５時まで受け付けています。（郵送やＦＡＸ、メール等での受け付けは原則 
実施していません。）  

（５） 指定書の返還（規程第２条第５項関連）  
①  再開の届出にあっては、届出後速やかに指定書を返還します。 

 
５ 事業の基準 
（１） 事業の運営の基準（法第２５条の８及び法施行規則第３６条関連）  

指定給水装置工事事業者は、次に掲げる事業の運営に関する基準に従い、適正な給 
水装置工事の事業の運営に努めなければならない。  

①  給水装置工事（法施行規則第１３条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。） 
ごとに、法第２５条の４第１項の規定により選任した給水装置工事主任技術者の 
うちから、当該工事に関して法第２５条の４第３項各号に掲げる職務を行う者を 
指名すること。  

②  配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口か 
ら水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋 
設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うこ 
とができる技能を有する者（水道事業者等によって行われた試験や講習により資 
格を与えられた配管工、職業能力開発促進法第６２条に規定する配管技能士、同 
法第２４条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程 
の修了者等が想定される）を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者 
を実地に監督させること。  

③  水道事業者の給水区域において前号に掲げる工事を施行するときは、あらか 
じめ当該水道事業者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合す 
るように当該工事を施行すること。  

④  給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置 
工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。  
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⑤  次に掲げる行為を行わないこと。                   
イ  法施行令第６条に規定する基準に適合しない給水装置を設置すること。  
ロ  給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用するこ 

と。 
⑥  施行した給水装置工事（法施行規則第１３条に規定する給水装置の軽微な変 

更を除く。）ごとに、①の規定により指名した給水装置工事主任技術者に次の各 
号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から３年間 
保存すること。  
イ  施主の氏名又は名称  
ロ  施行の場所  
ハ  施行完了年月日  
ニ  給水装置工事主任技術者の氏名  
ホ  竣工図  
ヘ  給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項  
ト  法第２５条の４第３項第３号の確認の方法及びその結果   

  
６ その他の遵守事項  
（１） 給水装置工事主任技術者の立会い（法第２５条の９関連）    

指定給水装置工事事業者は、水道事業者が法第１７条第１項の規定による     
給水装置の検査を行う場合において、水道事業者から当該給水装置工事を     
施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを   
求められたときは、正当な理由なくこれを拒むことはできない。  

（２） 報告又は資料の提出（法第２５条の１０及び規程第６条関連）  
指定給水装置工事事業者は、水道事業者から給水区域において施行した     

給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求められたときは、正当な    
理由なくこれを拒むことはできない。  
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■ 指定給水装置工事事業者の処分  

  
１ 指定の取消し又は停止（法第２５条の１１及び規程第３条関連）  
（１） 指定給水装置工事事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、     

指定を取り消され、又は指定を停止されることがある。  
①  法第２５条の３第１項各号に適合しなくなったとき。  
②  法第２５条の４第１項又は第２項の規定に違反したとき。  
③  法第２５条の７の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 
④  法第２５条の８に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った 
  適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。 
⑤ 法第２５条の９の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれ 

に応じないとき。  
⑥  法第２５条の１０の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこ 

れに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。  
⑦  その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそ 

れが大であるとき。  
⑧  不正な手段により指定を受けたとき。  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

※指定給水装置工事事業者の処分に係る関係法令（Ｐ１３,１４,１５）参照。 
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 【指定給水装置工事事業者の処分に係る関係法令】    
 
○水道法                       
第２５条の３（指定の基準）   

水 道 事 業 者 は 、 第 １ ６ 条 の ２ 第 １ 項 の 指 定 の 申 請 を し た 者 が 次 の 各 号 の い      
ずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。  

一  事 業 所 ご と に 、 次 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 給 水 装 置 工 事 主 任 技 術 者 と し      
て選任されることとなる者を置く者であること。  

二 厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。  
三 次のいずれにも該当しない者であること。  

イ  心 身 の 故 障 に よ り 給 水 装 置 工 事 の 事 業 を 適 正 に 行 う こ と が で き な い 者     
として厚生労働省令で定めるもの  

ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  
ハ  こ の 法 律 に 違 反 し て 、 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終 わ り 、 又 は 執 行 を      

受けることがなくなった日から２年を経過しない者  
二  法 第 ２ ５ 条 の １ １ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 を 取 り 消 さ れ 、 そ の 取 消 し     

の日から２年を経過しない者  
ホ  そ の 業 務 に 関 し 不 正 又 は 不 誠 実 な 行 為 を す る お そ れ が あ る と 認 め る に     

足りる相当の理由がある者  
へ  法 人 で あ っ て 、 そ の 役 員 の う ち に イ か ら ホ ま で の い ず れ か に 該 当 す る     

者があるもの   
２  水 道 事 業 者 は 、 第１ ６ 条 の ２ 第 １ 項 の 指 定 を し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨      

を一般に周知させる措置をとらなければならない。  
  
第２５条の４（給水装置工事主任技術者）     

指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、第３項各号に掲げる職務をさせるため、 
厚生労働省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている
者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。  

２  指 定 給 水 装 置 工 事事 業 者 は 、 給 水 装 置 工 事 主 任 技 術 者 を 選 任 し た と き は 、 遅      
滞なく、その 旨を水道事業者に届け 出なければならない。 これを解任したとき     
も、同様とする。  

３ 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。  
一 給水装置工事に関する技術上の管理  
二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督  
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三  給 水 装 置 工 事 に 係 る 給 水 装 置 の 構 造 及 び 材 質 が 第 １ ６ 条 の 規 定 に 基 づ く 政     

令で定める基準に適合していることの確認  
四 その他厚生労働省令で定める職務  

４  給 水 装 置 工 事 に 従事 す る 者 は 、 給 水 装 置 工 事 主 任 技 術 者 が そ の 職 務 と し て 行     
う指導に従わなければならない。  

  
第２５条の７（変更の届出等）     

指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 は 、 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地 そ の 他 厚 生 労 働 省 令      
で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、    
若 し く は 再 開 し た と き は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 旨 を       
水道事業者に届け出なければならない。  

  
第２５条の８（事業の基準）      

指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 給 水 装 置 工 事 の 事 業 の      
運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。  

  
第２５条の９（給水装置工事主任技術者の立会い）     

水 道事 業者 は、第 十七条 第一 項の 規定に よる給 水装 置の 検査を 行うと きは 、     
当該給水装置 に係る給水装置工事を 施行した指定給水装置 工事事業者に対し、    
当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち   
会わせることを求めることができる。  

  
第２５条の１０（報告又は資料の提出）     

水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が   
給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求める  
ことができる。  

 
第２５条の１１（指定の取消し）     
  水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、  

第１６条の２第１項の指定を取り消すことができる。 
 一 第２５条の３第１項各号に適合しなくなったとき。 

二 第２５条の４第１項又は第２項の規定に違反したとき。 
三 第２５条の７の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 
四 第２５条の８に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な

給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。 
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五 第２５条の９の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じな

いとき。 
六 前条の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚

偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 
七 その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大

であるとき。 
八 不正の手段により第１６条の２第１項の指定を受けたとき。 

 
○八匝水道企業団指定給水装置工事事業者規程  
第 9 条（指定の停止）    

企業長は、指定工事業者が法第２５条の１１第１項各号のいずれかに該当する場合に
おいて、当該指定工事業者に特段の事情があると認めるときは、指定の取消しに代えて、
６月以内の期間を定めて指定を停止することができる。 



申請書（法人事業者）記入例 
様式第１（第１８条関係）                           

 

指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 指 定 申 請 書 
 

八匝水道企業団  
企業長       殿 

 
年   月   日 

 
            申 請 者 氏名又は名称  ○○○ ○○○       印 
                          〒 
                  住    所  ○○○〇〇〇〇 
                  代表者氏 名                印 
                           ＴＥＬ 

ＦＡＸ 
  水道法第１６条の２第１項の規定による指定給水装置工事事業者の指定を受けたいので、 
 同法第２５条の２第１項の規定に基づき次のとおり申請します。 
 

役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者）の氏名 
フ リ ガ ナ 

氏       名 
フ リ ガ ナ 

氏       名 
 

 

代表取締役  ○○ ○○ 
 

取 締 役  ○○ ○○ 

 
 

監 査 役  ○○ ○○ 

 

 
 

事 業 の 範 囲 
 
 

※登記簿謄本、定款に書かれているとおりに転記します。 
※給水装置の工事業を行っていることを確認できるような事項が 
 入っていることが必要です、 

  例：「管工事業」「給排水管設備事業」「水道事業」等 
※事業範囲が書ききれない場合は、別紙添付でもかまいません。 

 

機械器具の名称、性能及び数 別紙のとおり 

（備考）この用紙の大きさは、A 列 4 番とすること。 
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会社名にフリガナを振る 

郵便番号を記入 

登記簿謄本のとおりに記入 

事業者印、代表者印を押す 

氏名にフリガナを振る 

登記簿謄本上の役員は全員書く 

登記簿謄本の内容を写す 

〒から記入する。余白に住所の電話

番号及びＦＡＸ番号を記入する。 



申請書（個人事業者）記入例 
様式第１（第１８条関係） 

 
指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 指 定 申 請 書 

 
八匝水道企業団 
企業長        殿 

 
年   月   日 

 
            申 請 者 氏名又は名称  ○○○○○○○       印 
                          〒 
                  住    所  ○○○○○○○ 
                  代表者氏 名                印 
                           TEL 
                           FAX 
  水道法第１６条の２第１項の規定による指定給水装置工事事業者の指定を受けたいので、 
 同法第２５条の２第１項の規定に基づき次のとおり申請します。 
 

役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者）の氏名 
フ リ ガ ナ 

氏         名 
フ リ ガ ナ 

氏        名 
 
 

代 表  ○○ ○○ 
 
 
 

 
 

役員  ○○ ○○ 

 
 
 

 
 

事 業 の 範 囲 
 
 

管工事業 

機械器具の名称、性能及び数 別紙のとおり 
（備考）この用紙の大きさは、A 列 4 番とすること。 
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屋号はフリガナを振る 

郵便番号を記入 

住民票にあるとおりに記入 

代表者印がない場合は個人印 

氏名にフリガナを振る 役員担当者がいる場合は記入 

行う予定の事業を記入 
※給水装置の工事業を行うことを確認できるような事項

が入っていることが必要です。 
例：「管工事業」「給排水管整備事業」「水道事業」等 

 

〒から記入する。余白に住所の電話

番号及びＦＡＸ番号を記入する。 



申請書 記入例    
                      TEL        FAX 

当該給水区域で給水装置工事事業を行う事業所の名称  

上 記 事 業 所 の 所 在 地 〒 
 

上記事業所で選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名 給水装置工事主任技術者免状の交付番号 

 
 

○○ ○○ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第○○○○○番 
 
 
 
 
 
 
 

                      ＴＥＬ       ＦＡＸ 
当該給水区域で給水装置工事事業を行う事務所の名称  

上 記 事 業 所 の 所 在 地             事業所が 2 つ以上ある場合は記入すること 

上記事業所で選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名 給水装置工事主任技術者免状の交付番号 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（備考）この用紙の大きさは、A 列 4 番とすること。 
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余白に電話番号及びＦＡＸ番号を記入する。 

氏名にはフリガナを振る 

給水装置工事主任技術者の氏名

及び免状の交付番号を一致させ

ること。 



 

 

別表 （第１８条関係） 

機  械  器  具  調  書 

 

○○年○○月○○日  現在 

 

（注）  種別の欄には「管の切断用の機械器具」、「管の加工用の機械器具」、「接合用の機械器具」、「水圧テ 

ストポンプ」の別を記入すること。 

（備考）この用紙の大きさは、Ａ列 4 番とすること。 
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種    別 名     称 型式、性能 数 量 備  考 

管の切断用の 
機械器具 

 
 
 
管の加工用の 

機械器具 
 
 
 
管の接合用の  

機械器具 
 
 
 
水圧テストポンプ 
 
 
 
 
 
 
 

 ※ 
 
 
 
 
 ※ 
 
 
 
 
 ※ 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 ※ 
 

 

種別は欄外の（注）にある４種を記入 

金切りのこ等を記入する。 

各種別とも１台以上を

記入する。 

やすり、パイプねじ切り器

等を記入する。 

トーチランプ、パイプレン

チ等を記入する。 



 

様式第 2 （第 18 条及び第 34 条関係） 

 

誓     約     書 

 
 

 

    指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 申 請 者 及 びその役 員 は、 

 

   水 道 法 第 2 5 条 の 3 第 1 項 第 3 号 イ か ら へ まで の 

 

   い ず れ に も 該 当 し な い 者 で あ る こ と を 誓 約 し ま す 。 

 

 

 

 

 

年    月    日 

 

 

                申 請 者 

                     氏名又は名称                     ㊞ 

           

                     住      所 

 

                     代 表 者 氏 名                     ㊞ 

 

 

 

 

八匝水道企業団  

企業長             殿 

 

（備考）この用紙の大きさは、A 列 4 番とすること。 
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本店の名称等を記入する 
（登記簿謄本と一致させ

ること。） 

社印（角印）と代表者印（丸

印）の両方を押印する。 



 
様式第２０号 

確認事項（新規） 
八匝水道企業団 
企業長         殿 

年   月   日   
 

氏名又は名称               ㊞  
郵便番号、住所    〒 

 
代 表 者 氏 名               ㊞ 
電 話 番 号 

 
指定給水装置工事事業者の業務内容 
営業時間等（公表 ： 可 ・ 不可）  
休業日    （             ） 
営業日    （             ） 
営業時間   （午前・午後）  時  分から（午前・午後）  時  分まで 
修繕対応時間 （午前・午後）  時  分から（午前・午後）  時  分まで 
漏水等修繕対応の可否（公表  ： 可 ・ 不可）           
（該当部に○をつけてください。詳細な内容を記入することも可能です。 
屋内給水装置の修繕 ・ 埋設部の修繕 
その他  （                          ） 
対応工事等（公表 ： 可 ・ 不可） 
配水管からの分岐 ～ 水道メーター（施行する ・ 施行しない） 
水道メーター   ～ 宅内給水装置（施行する ・ 施行しない） 
その他 自由記入（公表 ： 可 ・ 不可） 
緊急時連絡先  
 

※事業所ごとに業務内容が異なる場合は、別表（様式第２０号関係）の記入をお願いします。 
※公表には、ウェブサイト等への掲載を含みます。 
※業務内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を届け出るようお願いします。 
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別表（様式第２０号関係） 

 
給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称  
営業時間等（公表 ： 可 ・ 不可） 
休業日   （               ） 
営業日   （               ） 
営業時間  （午前・午後）  時   分から（午前・午後）  時  分まで 
修繕対応時間（午前・午後）  時   分から（午前・午後）  時  分まで 
漏水等修繕対応の可否（公表 ： 可 ・ 不可） 
（該当部に○をつけて下さい。詳細な内容を記入することも可能です。） 
屋内給水装置の修繕 ・ 埋設部の修繕 
その他  （                  ） 
対応工事等（公表 ： 可 ・不可） 
配水管からの分岐 ～ 水道メーター（施行する ・ 施行しない） 
水道メーター   ～ 宅内給水装置（施行する ・ 施行しない） 
その他 自由記入（公表 ： 可 ・ 不可） 
 
 

 
給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称  
営業時間等（公表 ： 可 ・ 不可） 
休業日    （                   ） 
営業日    （                   ） 
営業時間   （午前・午後）  時  分から（午前・午後）  時  分まで 
修繕対応時間 （午前・午後）  時  分から（午前・午後）  時  分まで 
漏水等修繕対応の可否（公表 ： 可 ・ 不可） 
（該当部に○をつけてください。詳細な内容を記入することも可能です。） 
屋内給水装置の修繕 ・ 埋設部の修繕 
その他 （                    ） 
対応工事（公表 ： 可 ・ 不可） 
配水管からの分岐 ～ 水道メーター（ 施行する ・ 施行しない） 
水道メーター   ～ 宅内給水装置（ 施行する ・ 施行しない） 
その他 自由記入（公表 ： 可 ・ 不可） 
 
 

※行数が足りない場合は、必要に応じてコピー等してください。 
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様式第２０号 

確認事項（新規） 
八匝水道企業団 
企業長         殿 

○○年 ○○月 ○○日   
 

氏名又は名称                 ㊞ 
郵便番号、住所     〒 

 
代 表 者 氏 名                 ㊞ 
電 話 番 号 

 
 
指定給水装置工事事業者の業務内容 
営業時間等（公表 ： 可 ・ 不可）  
休業日    （ 日曜日、正月３が日   ） 
営業日    （ 月～土         ） 
営業時間   （午前・午後） ８時３０分から（午前・午後）１７時００分まで 
修繕対応時間 （午前・午後） ９時００分から（午前・午後）１４時３０分まで 
漏水等修繕対応の可否（公表  ： 可 ・ 不可）           
（該当部に○をつけてください。詳細な内容を記入することも可能です。 
屋内給水装置の修繕 ・ 埋設部の修繕 
その他  （トイレ及びお風呂の修繕のみ対応            ） 
対応工事等（公表 ： 可 ・ 不可） 
配水管からの分岐 ～ 水道メーター（施行する ・ 施行しない） 
水道メーター   ～ 宅内給水装置（施行する ・ 施行しない） 
その他 自由記入（公表 ： 可 ・ 不可） 
緊急時連絡先 ○○○○○-○○○○-○○○○（代表者携帯） 
 

※事業所ごとに業務内容が異なる場合は、別表（様式第２０号関係）の記入をお願いします。 
※公表には、ウェブサイト等への掲載を含みます。 
※業務内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を届け出るようお願いします。 
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届出年月日を記入する。 

本店の名称を記入する。 

ウェブサイト等への公 
表の可否を記入する。 



 
別表（様式第２０号関係） 

 
給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称 〇〇〇〇〇支店（営業所） 
営業時間等（公表 ： 可 ・ 不可） 
休業日   （ 日曜日、正月３が日     ） 
営業日   （ 月～土           ） 
営業時間  （午前・午後） ９時 ００分から（午前・午後）１７時３０分まで 
修繕対応時間（午前・午後） ９時 ３０分から（午前・午後）１７時００分まで 
漏水等修繕対応の可否（公表 ： 可 ・ 不可） 
（該当部に○をつけて下さい。詳細な内容を記入することも可能です。） 
屋内給水装置の修繕 ・ 埋設部の修繕 
その他  （                  ） 
対応工事等（公表 ： 可 ・不可） 
配水管からの分岐 ～ 水道メーター（施行する ・ 施行しない） 
水道メーター   ～ 宅内給水装置（施行する ・ 施行しない） 
その他 自由記入（公表 ： 可 ・ 不可） 
 
 

 
給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称  
営業時間等（公表 ： 可 ・ 不可） 
休業日    （                   ） 
営業日    （                   ） 
営業時間   （午前・午後）  時  分から（午前・午後）  時  分まで 
修繕対応時間 （午前・午後）  時  分から（午前・午後）  時  分まで 
漏水等修繕対応の可否（公表 ： 可 ・ 不可） 
（該当部に○をつけてください。詳細な内容を記入することも可能です。） 
屋内給水装置の修繕 ・ 埋設部の修繕 
その他 （                    ） 
対応工事（公表 ： 可 ・ 不可） 
配水管からの分岐 ～ 水道メーター（ 施行する ・ 施行しない） 
水道メーター   ～ 宅内給水装置（ 施行する ・ 施行しない） 
その他 自由記入（公表 ： 可 ・ 不可） 
 

※行数が足りない場合は、必要に応じてコピー等してください。 
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ウェブサイト等への公

表の可否を記入する。 



 
様式第２１号 

確認事項 (更新) 
 

八匝水道企業団 
企業長         殿 

年   月   日    
 

氏 名 又 は 名 称                     ㊞ 
郵便番号、住所   〒 

 
代 表 者 氏 名                     ㊞ 
電 話 番 号 

 
①八匝水道企業団が実施している指定給水装置工事事業者研修の受講実績（過去５年以内） 
受講年月日（受講を証明する書類（修了証書）の写しを添付してださい。 
（公表：可・不可） 

年    月   日  ・ 未受講 
（未受講の場合、その理由） ※非公表 
 
 

 
②指定給水装置工事事業者の業務内容 
営業時間等（公表 ： 可 ・ 不可） 
休業日    （                ） 
営業日    （                ） 
営業時間   （午前・午後）  時  分から（午前・午後）  時  分まで 
修繕対応時間 （午前・午後）  時  分から（午前・午後）  時  分まで 
漏水等修繕対応の可否（公表 ： 可 ・ 不可） 
（該当部に○をつけてください。詳細な内容を記入することも可能です。) 
屋内給水装置の修繕 ・ 埋設部の修繕 
その他  （                           ） 
対応工事等（公表 ： 可 ・ 不可） 
配水管からの分岐 ～ 水道メーター（施行する ・ 施行しない） 
水道メーター   ～ 宅内給水装置（施行する ・ 施行しない） 
その他 自由記入（公表 ： 可 ・ 不可） 
緊急時連絡先  
 
※ 事業所ごとに業務内容が異なる場合は、別表（様式第21号関係）の記入をお願いします。 
※ 公表には、ウェブサイト等への掲載を含みます。 
※ 業務内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を届け出るようお願いします。 
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別表（様式第２１号関係） 

 
給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称  
営業時間等（公表 ： 可 ・不可） 
休業日    （                 ） 
営業日    （                 ） 
営業時間   （午前・午後）  時   分から（午前・午後）  時  分まで 
修繕対応時間 （午前・午後）  時   分から（午前・午後）  時  分まで 
漏水等修繕対応の可否（公表 ： 可 ・不可） 
（該当部に○をつけてください。詳細な内容を記入することも可能です。） 
屋内給水装置の修繕 ・ 埋設部の修繕 
その他 （                     ） 
対応工事等（公表 ： 可 ・ 不可） 
配水管からの分岐 ～ 水道メーター（施行する ・ 施行しない） 
水道メーター   ～ 宅内給水装置（施行する ・ 施行しない） 
その他 自由記入（公表 ： 可 ・ 不可） 
 
 

 
給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称  
営業時間等（公表 ： 可 ・不可） 
休業日    （                 ） 
営業日    （                 ） 
営業時間   （午前・午後）  時  分から（午前・午後）  時  分まで 
修繕対応時間 （午前・午後）  時  分から（午前・午後）  時  分まで 
漏水等修繕対応の可否（公表 ： 可 ・不可） 
（該当部に○をつけてください。詳細な内容を記入することも可能です。） 
屋内給水装置の修繕 ・ 埋設部の修繕 
その他 （                     ） 
対応工事等（公表 ： 可 ・ 不可） 
配水管からの分岐 ～ 水道メーター（施行する ・ 施行しない） 
水道メーター   ～ 宅内給水装置（施行する ・ 施行しない） 
その他 自由記入（公表 ： 可 ・ 不可） 
 

※行数が足りない場合は、必要に応じてコピー等してください。 
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③給水装置工事主任技術者等の研修受講実績（過去５年以内） 
 水道法施行規則 第３６条 
  法第２５条の８に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する 

基準は、次の各号に掲げるものとする。（以下抜粋） 
  ４ 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事 

の施行技術向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。 
受講者名（公表対象外） 研修会名、実施団体 受講年月日 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

上記内容の公表の可否（公表には、ウェブサイト等への掲載を含みます。） 

 可  ・  不可 
受講を証明する書類（受講証等）の写しを添付してください。 
行数が足りない場合は、必要に応じてコピー等してください。 
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④過去１年以内の休止装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を有す 
る者の状況 
水道法施行規則 第３６条 
法第２５条の８に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関す  

る基準は、次の各号に掲げるものとする。（以下抜粋） 
２ 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水 
道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に 
変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができ 
る技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監 
督させること。 

 
□ 「配水管からの分岐～水道メーター」の工事を施行しないため不要 

 
過去１年以内の工事実績がない場合は、直近の状況を記載してください。 

技能を有する者

の氏名 

（公表対象外） 

配水管への分水栓の 
取付・せん孔、給水管

の接合、いずれの経 
験も有しているか 

（○×を記入） 

資格等を有しているか（○×を記入）  
工事 
年度  保有している資格等 

     

     

     

     

     

上記内容の公表の可否（公表には、ウェブサイト等への掲載を含みます。） 
 可 ・ 不可 

保有している資格等を証明する書類（資格者証等）の写しを添付してください。 
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様式第２１号 

確認事項 (更新) 

 
八匝水道企業団 
企業長         殿 

○○年 ○○月 ○○日    
 

氏 名 又 は 名 称                 印 
郵便番号、住所  〒 

 
代 表 者 氏 名                 印 
電 話 番 号 

 
①八匝水道企業団が実施している指定給水装置工事事業者研修の受講実績（過去５年以内） 
受講年月日（受講を証明する書類（修了証書）の写しを添付してださい。 
（公表：可・不可） 

○○年  ○○月 ○○日  ・ 未受講 
（未受講の場合、その理由） ※非公表 
 
 

 
②指定給水装置工事事業者の業務内容 
営業時間等（公表 ： 可 ・ 不可） 
休業日    （ 日曜日、正月３が日      ） 
営業日    （ 月～土            ） 
営業時間   （午前・午後） ８時３０分から（午前・午後）１７時００分まで 
修繕対応時間 （午前・午後） ９時００分から（午前・午後）１４時３０分まで 
漏水等修繕対応の可否（公表 ： 可 ・ 不可） 
（該当部に○をつけてください。詳細な内容を記入することも可能です。) 
屋内給水装置の修繕 ・ 埋設部の修繕 
その他  （トイレ及びお風呂の修繕のみ対応             ） 
対応工事等（公表 ： 可 ・ 不可） 
配水管からの分岐 ～ 水道メーター（施行する ・ 施行しない） 
水道メーター   ～ 宅内給水装置（施行する ・ 施行しない） 
その他 自由記入（公表 ： 可 ・ 不可） 
緊急時連絡先 ○○○―○○○―○○○○（代表者携帯） 

※ 事業所ごとに業務内容が異なる場合は、別表（様式第 21 号関係）の記入をお願いします。 
※ 公表には、ウェブサイト等への掲載を含みます。 
※ 業務内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を届け出るようお願いします。 
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届出年月日を記入する。 

本店の名称を記入する。 

終了証書と受講年月日を 
一致させること 

ウェブサイトへの公表の

可否を記入する。 



 
別表（様式第２１号関係） 

 
給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称   〇〇〇〇〇支店（営業所） 
営業時間等（公表 ： 可 ・不可） 
休業日    （ 日曜日、正月３が日       ） 
営業日    （ 月～土             ） 
営業時間   （午前・午後） ９時 ００分から（午前・午後）１７時３０分まで 
修繕対応時間 （午前・午後） ９時 ３０分から（午前・午後）１７時００分まで 
漏水等修繕対応の可否（公表 ： 可 ・不可） 
（該当部に○をつけてください。詳細な内容を記入することも可能です。） 
屋内給水装置の修繕 ・ 埋設部の修繕 
その他 （                     ） 
対応工事等（公表 ： 可 ・ 不可） 
配水管からの分岐 ～ 水道メーター（施行する ・ 施行しない） 
水道メーター   ～ 宅内給水装置（施行する ・ 施行しない） 
その他 自由記入（公表 ： 可 ・ 不可） 
 
 

 
給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称  
営業時間等（公表 ： 可 ・不可） 
休業日    （                 ） 
営業日    （                 ） 
営業時間   （午前・午後）  時  分から（午前・午後）  時  分まで 
修繕対応時間 （午前・午後）  時  分から（午前・午後）  時  分まで 
漏水等修繕対応の可否（公表 ： 可 ・不可） 
（該当部に○をつけてください。詳細な内容を記入することも可能です。） 
屋内給水装置の修繕 ・ 埋設部の修繕 
その他 （                     ） 
対応工事等（公表 ： 可 ・ 不可） 
配水管からの分岐 ～ 水道メーター（施行する ・ 施行しない） 
水道メーター   ～ 宅内給水装置（施行する ・ 施行しない） 
その他 自由記入（公表 ： 可 ・ 不可） 
 

※行数が足りない場合は、必要に応じてコピー等してください。 
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ウェブサイトへの公表の

可否を記入する。 



 

 
③給水装置工事主任技術者等の研修受講実績（過去５年以内） 
 水道法施行規則 第３６条 
  法第２５条の８に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する 

基準は、次の各号に掲げるものとする。（以下抜粋） 
  ４ 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事 

の施行技術向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。 
受講者名（公表対象外） 研修会名、実施団体 受講年月日 

○○ ○○ 給水工事振興財団 
ｅ－ラーニング 

○○年○○月○○日 
 
 

○○ ○○ 自社内研修 
給水装置の事故に関する

研修 

○○年○○月○○日 
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

上記内容の公表の可否（公表には、ウェブサイト等への掲載を含みます。） 

 可  ・  不可 
受講を証明する書類（受講証等）の写しを添付してください。 
行数が足りない場合は、必要に応じてコピー等してください。 
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外部研修は、受講を証明する

書類と内容を一致させる。 
自社内研修は、受講の事実を

証明する書類は不要とする。 

外部研修 
ｅ－ラーニングによる研修等を対象とする 

自社内研修 
研修の内容は、以下のとおりとする。 
イ 給水装置及び給水装置工事法に関する最新の技術情報 
ロ 給水装置の事故事例と対策技術 
ハ 給水装置の故障・異常の原因と修繕工事法 
二 給水装置工事主任技術者の職務と役割 

ウェブサイトへの公表

の可否を記入する。 



 

 
④過去１年以内の休止装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を有す 
る者の状況 
水道法施行規則 第３６条 
法第２５条の８に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関す  

る基準は、次の各号に掲げるものとする。（以下抜粋） 
２ 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水 
道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に 
変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができ 
る技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監 
督させること。 

 
□ 「配水管からの分岐～水道メーター」の工事を施行しないため不要 

 
過去１年以内の工事実績がない場合は、直近の状況を記載してください。 

技能を有する者

の氏名 

（公表対象外） 

配水管への分水栓の 
取付・せん孔、給水管

の接合、いずれの経 
験も有しているか 

（○×を記入） 

資格等を有しているか（○×を記入）  
工事 
年度 

 保有している資格等 

○○ ○○ ○ ○ 検定会合格者 ○年度 

○○ ○○ × ×  ○年度 

     

     

     

上記内容の公表の可否（公表には、ウェブサイト等への掲載を含みます。） 
 可 ・ 不可                ウェブサイトへの公表の可否を記入する。 

保有している資格等を証明する書類（資格者証等）の写しを添付してください。 
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該当する場合、チェック欄

にレ点を記入する。 

保有している資格等を証明する

書類と内容を一致させること。 

保有している資格等は、以下のとおりとする。 
イ 水道事業者等によって行われた試験や講習により、資格を与えられた配管工 
ロ 職業能力開発促進法第44条に規定する配管技能士 
ハ 職業能力開発促進法第24条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程の修了者 
二 公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能に係る検定会の合格者 



 
様式第２２号 

業務内容変更届出書 
 

八匝水道企業団 
企業長         殿 

年   月   日   
 

氏 名 又 は 名 称                     ㊞ 
郵便番号、住所  〒 

 
代 表 者 氏 名                     ㊞ 
電 話 番 号 

 
次のとおり業務内容の変更の届出をします。 

 
営業時間等   （公表：可・不可） 漏水等修繕対応 （公表：可・不可） 
対応工事等   （公表：可・不可） その他     （公表：可・不可） 
変更に係る事項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日 
休 業 日    
営 業 日    
 
営 業 時 間 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
 時  から 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
  時  分まで 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
 時  分から 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
  時  分まで 

 

 
修 繕 対 応 時 間 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時 分から 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時 分まで 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時 分から 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時 分まで 

 

 
 
 

漏水等修繕対応 

屋内給水装置の修繕 
・ 

埋設部の修繕 
・ 

その他 
〔        〕 

屋内給水装置の修繕 
・ 

埋設部の修繕 
・ 

その他 
〔       〕 

 

配水管からの分岐 
～水道メーター 施行する・施行しない 施行する・施行しない  

水道メーター 
～宅内給水装置 施行する・施行しない 施行する・施行しない  

そ の 他    
※営業時間等には、休業日、営業日、修繕対応時間、対応工事等には、配水管からの分岐～水道 
メーター、水道メーター～宅内給水装置を含みます。 

※変更該当箇所の公表と変更箇所のみ記入をお願いします。 
※事務所ごとに業務内容が異なる場合は、別表（様式第22号関係）の記入をお願いします。 
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別表（様式第２２号関係） 

 
給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称  

営業時間等   （公表：可・不可） 漏水等修繕対応 （公表：可・不可） 
対応工事等   （公表：可・不可） その他     （公表：可・不可） 
変更に係る事項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日 
休 業 日    
営 業 日    

 

営 業 時 間 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時  分から 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時  分まで 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時 分から 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時 分まで 

 

 

修繕対応時間 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時  分から 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時  分まで 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時 分から 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時 分まで 

 

 

 
 

漏水等修繕対応 

屋内給水装置の修繕 
・ 

埋設部の修繕 
・ 

その他 
〔        〕 

屋内給水装置の修繕 
・ 

埋設部の修繕 
・ 

その他 
〔       〕 

 

配水管からの分

岐 
～水道メーター 

施行する・施行しない 施行する・施行しない 
 

水道メーター 
～宅内給水装置 

施行する・施行しない 施行する・施行しない 
 

そ の 他    
※変更該当箇所の公表と変更箇所のみ記入をお願いします。 
※事業所数が足りない場合は、必要に応じてコピー等してください。 
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様式第２２号 

業務内容変更届出書 
 

八匝水道企業団 
企業長         殿 

○○年 ○○月 ○○日   
 

氏 名 又 は 名 称                     ㊞ 
郵便番号、住所   〒 

 
代 表 者 氏 名                     ㊞ 
電 話 番 号 

 
次のとおり業務内容の変更の届出をします。 

 
営業時間等   （公表：可・不可） 漏水等修繕対応 （公表：可・不可） 
対応工事等   （公表：可・不可） その他     （公表：可・不可） 
変更に係る事項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日 
休 業 日 
営 業 日 

   

 
営 業 時 間 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
８時３０から 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
１７時００分まで 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
８時１５分から 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
１７時１５分まで 

○○年○○月○○日 

 
修 繕 対 応 時 間 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時 分から 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時 分まで 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時 分から 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時 分まで 

 

 
 
 

漏水等修繕対応 

屋内給水装置の修繕 
・ 

埋設部の修繕 
・ 

その他 
〔        〕 

屋内給水装置の修繕 
・ 

埋設部の修繕 
・ 

その他 
〔       〕 

 

配水管からの分岐 
～水道メーター 施行する・施行しない 施行する・施行しない  

水道メーター 
～宅内給水装置 施行する・施行しない 施行する・施行しない  

そ の 他    
※営業時間等には、休業日、営業日、修繕対応時間、対応工事等には、配水管からの分岐～水道 
メーター、水道メーター～宅内給水装置を含みます。 

※変更該当箇所の公表と変更箇所のみ記入をお願いします。 
※事務所ごとに業務内容が異なる場合は、別表（様式第22号関係）の記入をお願いします。 
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届出年月日を記入する。 

本店の名称を記入する。 

実際に変更のあった年

月日を記載する 

ウェブサイト等への公

表の可否を記入する。 



 
別表（様式第２２号関係） 

 
給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称 〇〇〇〇〇支店（営業所） 

営業時間等   （公表：可・不可） 漏水等修繕対応 （公表：可・不可） 
対応工事等   （公表：可・不可） その他     （公表：可・不可） 
変更に係る事項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日 
休 業 日    
営 業 日    

 

営 業 時 間 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時  分から 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時  分まで 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時 分から 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
時 分まで 

 

 

修繕対応時間 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
９時  ３０分から 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
１７時  ００分まで 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
９時 １５分から 

（ 午 前 ・ 午 後 ） 
１７時 １５分まで 

 

○○年○○月○○日 

 
 

漏水等修繕対応 

屋内給水装置の修繕 
・ 

埋設部の修繕 
・ 

その他 
〔        〕 

屋内給水装置の修繕 
・ 

埋設部の修繕 
・ 

その他 
〔       〕 

 

配水管からの分

岐 
～水道メーター 

施行する・施行しない 施行する・施行しない 
 

水道メーター 
～宅内給水装置 

施行する・施行しない 施行する・施行しない 
 

そ の 他    
※変更該当箇所の公表と変更箇所のみ記入をお願いします。 
※事業所数が足りない場合は、必要に応じてコピー等してください。 
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ウェブサイト等への 
公表の可否を記入する。 

実際に変更のあ

った年月日を記

載する。 



 

様式第 3（第 22 条関係） 

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 
 
   八匝水道企業団  
   企業長        殿 
 
                         年   月   日 
 

         〒 

届 出 者                        ㊞ 

       

TEL      /FAX             

 

水道法第２５条の４の規定に基づき、次のとおり給水装置工事主任技術者の  

 

の届出をします。 

 

給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称  〇〇〇〇〇支店（営業所） 

上 記 事 業 所 で 選 任 ・ 解 任 す る 

給 水 装 置工 事 主任 技術 者 の氏 名 

給 水 装 置 工 事 主 任 

技術者免状の交付番号 

選任・解任の年月日 

 

○○ ○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第○○○○○番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○年○○月○○日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）この用紙の大きさは、A 列 4 番とすること。 
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選 任 

解 任 

氏名と交付番号を一致 
させること 

（選任の場合） 
①指定を受けた日から 
②給水装置工事主任技術

者が欠けた日から 
③新規に事業所を追加し

た日から 
それぞれ 2 週間以内でな

ければならない。 

届出年月日を記入する。 
選任・解任年月日から遅滞なく

届け出なければならない。 

本店の名称を記入する。 



 

様式第 10（第 34 条関係） 

 

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 

 
八匝水道企業団  

企業長            殿 

 

                       〇○年 ○○月 〇○日 
                            〒 

届 出 者                     ㊞ 

                           ＴＥＬ         / ＦＡＸ 

              

水道法第２５条の７の規定に基づき、次のとおり変更の届出をします。 

 

フ  リ  ガ  ナ 

氏 名 又 は名 称 

 

○○ ○○ 

 

住 所 

〒 

 

 

フ  リ  ガ  ナ 

代 表 者 の氏 名 

 

○○ ○○ 

 

変更に係る事項 変 更 前 変 更 後 変更年月日 

 

事業者の名称 

事業者の住所（TEL/FAX） 

 

代表者 

役員（取締役/監査役） 

 

 

事業所の名称 

 

事業所の住所（TEL/FAX） 

フリガナ 

旧名称 

旧住所 
フリガナ 

退任者の氏名 
フリガナ 

退任者の氏名 
フリガナ 

旧名称 

 

旧住所 

フリガナ 

新名称 

新住所 
フリガナ 

就任者の氏名 
フリガナ 

就任者の氏名 
フリガナ 

新名称 

 

新住所 

 

○○年○月○日 

○○年○月○日 

 

○○年○月○日 

 

○○年○月○日 

 

○○年○月○日 

 

○○年○月○日 

 

（備考）この用紙の大きさは、A 列 4 番とすること。 
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届出年月日を記入する。変更年月から

30 日以内に届け出なければならない。 

本店を記入する。 

変更があった場合に

届け出なければなら

ない事項 
①事業所の名称 
②事業所の所在地 
③氏名又は名称 
④住所 
⑤代表者の氏名 
⑥役員の氏名 
⑦給水装置工事主任

技術者の氏名 
⑧給水装置工事主任

技術者の免状の交

付番号 
⑨新規事務所の追加 
⑩事業所の廃止 

実際に変更のあった

年月日を記入する。 

「⑨新規事務所の追

加」のときは記入

しない。 

「⑩事業所の廃止」の

ときは記入しない。 



 

様式第 11（第 35 条関係） 

 

        廃 止 

指定給水装置工事事業者   休 止  届出書 

        再 開 

 

     八匝水道企業団  
     企業長        殿 
 
                         年   月   日 
                           〒 

 
              届 出 者             ㊞ 

 
TEL        /FAX 

                    廃 止 

水道法第２５条の７の規定に基づき、給水装置工事の事業の  休 止 の届出をします。 

                    再 開 

 

フ リ ガ ナ 

氏 名 又 は 名 称 

 
〇○ ○○ 

住     所 
〒 
 
 

フ リ ガ ナ 

代 表 者 の 氏 名 
○○ ○○ 

（廃止・休止・再開） 
の 年 月 日 

 
○○年○○月○○日 

（廃止・休止・再開） 
の 理 由 ※理由を簡潔に記入してください（廃業時） 

（備考）この用紙の大きさは、A 列 4 番とすること。                                                    
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届出年月日を記入する。 
当該日からの届け出期間 
①廃止・休止 30 日以内 
②再開    10 日以内 

本店を記入する。 

本店を記入する。 

実際に廃止・休止・再開

した年月日を記入する。 



申請書類等チェックリスト

指
定
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し

（
発
行
か
ら
３
ヶ
月
以
内

）

定
款
又
は
寄
附
行
為

登
記
簿
謄
本

（
発
行
か
ら
３
ヶ
月
以
内

）

給
水
装
置
工
事
事
業
者
指
定
書

（
原
本

）

給
水
装
置
工
事
主
任
技
術
者

免
状
の
写
し

個人 □ □ □ □ □
法人 □ □ □ □ □ □
個人 □ □ □ □ □
法人 □ □ □ □ □ □

住所 個人 □ □ □
氏名又は名称 法人 □ □ □ □

□

□ □

□ □ □ □
□ □ □

確認事項 ・業務内容変更届出書（様式第２２号）を提出

□ □
□ □
□

□
※

□

指定申請

・更新手数料：10,000円
・指定書の写し
・確認事項（様式第21号）及び関係書類

更新申請

選任されている給水装置工事主
任技術者の氏名又は免状の交付
番号

再　　　　　開

給水装置工事主任技術者選任・解任

変更

事業所の名称又は所在地
（事業所の新設や閉鎖を含む）

・事業の休止から３０日以内に届け出る。

個
人
及
び
法
人

代表者の氏名
法
人
の
み

・事業の再開から１０日以内に届け出る。

4
0

備　　　　　考

・指定手数料：30,000円
・事務所外観・事務所内部・機械器具類・車両等の写真
・確認事項（様式第20号）を提出

・変更のあった日から３０日以内に届け出る。
・本店、事業所の住所変更等により電話番号が変更となる場
合も届出書に記載する。

・事業の廃止から３０日以内に届け出る。

役員の氏名

申請書及び添付書類

・新たに指定を受けた日・給水装置工事主任技術者が欠けた
日から２週間以内に選任し届け出る。
・給水装置工事主任技術者を選任・解任したとき、事業所を
新設・閉鎖したときには遅滞なく届け出る。
※ 解任の場合は不要

廃　　　　　止

休　　　　　止



 

様式・記入方法等 

  
  
  

（様式第   １）指定給水装置工事事業者指定申請書（第１８条関係）・・・ １６  
  

（別      表）機械器具調書（第１８条関係）  ・・・・・・・・・・・・１９  
  

（様式第   ２）誓約書（第１８条及び第３４条関係）  ・・・・・・・・・２０  
  

（様式第２０号）確認事項（新規）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１  
  

（様式第２１号）確認事項（更新）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５  
  

（様式第２２号）業務内容変更届出書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・３３  
  

（様式第   ３）給水装置工事主任技術者選任・解任届出書  
（第２２条関係）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７  

  
（様式第  １０）指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書  

（第３４条関係）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８  
  

（様式第  １１）指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書  
（第３５条関係）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９  

  
申請書類等チェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

 


